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参加費は無料です

申込方法

下記URLからお申込み下さい。
二次元バーコードからもアクセスできます。
https://alc.chiba-u.jp/ALPS/seminar/symposium/sympo09_2023.html

下記URLからお申込み下さい。
二次元バーコードからもアクセスできます。
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　月　 日(火 )まで2８11

久保田 裕久保田 裕
山口大学知的財産センター特命教授
(一社 )コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事
山口大学知的財産センター特命教授
(一社 )コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事

大和 淳大和 淳
福岡教育大学教育学部教授福岡教育大学教育学部教授

氏氏

氏氏

大学学習資源コンソーシアム（CLR）

千葉大学アカデミック・リンク・センター主　催
お問い合わせ

共　催

千葉市稲毛区弥生町 l-33 千葉大学西千葉キャンパス内    TEL:043-290-2891 MAIL:alps-info@chiba-u.jp　URL: https://alc.chiba-u.jp/ 
（教育関係共同利用拠点「新たな時代の大学教育を創造する「教育・学修支援専門職」養成拠点」）

14:00　開  会
14:05　来賓挨拶
14:10　講演 1
14:50　講演 2
15:30　休  憩
15:40　質疑応答/
ディスカッション
16:30　閉  会

講演１講演１

講演２講演２

このシンポジウムは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）の共通目的基金の助成を受けて実施されています。

プログラム
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ー授業目的公衆送信補償金制度開始から３年を経て教育現場から見える課題ー

講 演 1

講 演 2

著作物の利用環境整備は進んだか

福岡教育大学教育学部教授 大和 淳氏

文化庁著作権課長 籾井 圭子氏

山口大学知的財産センター特命教授
(一社 ) コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事

久保田 裕氏

1１月 28日（火）までにお申込み下さい。参加費は無料です。

千葉大学アカデミック・リンク・センター

大学学習資源コンソーシアム（CLR）

（教育関係共同利用拠点「新たな時代の大学教育を創造する「教育・学修支援専門職」養成拠点」）

日　時

申込方法

主　催

共　催

開催方法

概　要

来賓挨拶

講　師

2023年11月30日（木）　14:00-16:30

Zoomによるウェビナー方式による開催

下記URLから申し込みをしてください。二次元バーコードからもアクセスできます。
https://alc.chiba-u.jp/ALPS/seminar/symposium/sympo09_2023.html  

　2018年の著作権法改正により第35条の権利制限規定の適用範囲が見直され、「授業目的公衆送
信補償金制度」が創設されました。その名が示すとおり、授業に伴う「公衆送信」をその形態を問
わず著作権者の許諾を得ることなくできるようにするとともに、同時遠隔授業のための公衆送信以
外の公衆送信については教育機関の設置者が補償金を支払うこととするものです。この制度は 
COVID-19パンデミック下の2020年4月に緊急施行され、2020年度は特例的に補償金を無償と
して運用されました。2021年度からは、児童、生徒あるいは学生の人数を積算基準として決められ
た年間定額の補償金を支払う方法により、多くの教育機関が本制度を活用しています。 
　COVID-19パンデミック下では、多くの教育機関でキャンパスや校舎への入構制限がなされ、教
育機関は全面的なメディア授業への移行を余儀なくされました。この制度がなければ、例えばオン
デマンド型のメディア授業を行う際、引用等の著作権法に定められた権利制限に該当しない形で著
作物を利用するには、一つ一つの著作物について著作権者から利用許諾を得なければならなかった
はずです。そのような手間をかけることなく著作物を利用できるようになったのは、教育機関にとっ
て歓迎すべきことでした。しかしその一方、「補償金を払っていれば、その教育機関では著作物を自
由に利用できる」という誤解が生じていたり、「権利制限が適用される（許諾を得ずに利用できる）
範囲はどこまでか」ということを意識するあまり、逆に利用が萎縮しているという話を聞くことも
あります。また対面授業に戻ることで、この制度を使わなくなる教育機関も今後は増えてくるかも
しれません。 
　2018年の著作権法改正の趣旨は、教育の ICT化、ひいては教育の質の向上のために著作物の利
用を円滑に行えるようにすることにありました。この趣旨を真に生かそうとするなら、授業目的公
衆送信補償金制度のみならず、当初から議論に上がっていた、この制度を補完するライセンス制度
や著作権についての普及啓発など、取り組むべき課題はまだ残っています。 
　本シンポジウムでは、補償金制度開始後の状況を踏まえて、教育機関の視点から、著作物の利用
環境整備の方向性について改めて考える機会としたいと思います。 


